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Ⅰ 島根県民間社会福祉事業従事者互助会の概要 

1. 互助会とは 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会（以下、「本会」）は、島根県内の民間社会福祉事業に
従事する方々の福利厚生の向上を図り、もって民間社会福祉事業の発展に寄与することを目的
として、昭和 54 年 4 月 1 日に設立された団体です。 

2. 会 員 

本会にご加入いただいている施設・団体の役職員であって、事業主が加入申し込みを行い、
本会理事長が承認した方を会員とします。 

3. 掛 金 

① 掛金額（月額） 

掛金は、会員および事業主に納付していただきます。掛金額は、前年度 10 月 1 日（基準
日）の本俸月額（基準本俸月額）に、次に定める率を乗じて得た額とします。 

会 員：基準本俸月額の 1,000 分の 10 
事業主：基準本俸月額の 1,000 分の 5 

 

② 基準本俸月額の求め方 

月給制の場合：基準日の本俸月額 
日給制の場合：基準日の日給×21 日 
時給制の場合：基準日の時給×8 時間×21 日 

 

③ 掛金の納付方法 

掛金は毎月 20 日（休日の場合は前営業日）に、口座引落により納付していただきます。
手数料は本会が負担します。（P12 参照） 
【取扱金融機関】山陰合同銀行・島根県農業協同組合 

④ 休職期間の取扱い（掛金納付免除期間） 

会員が休職した期間の掛金は、事業主の届出により納付が免除されます。（P21 参照） 
  

※1 円未満は切り捨てとします。 
※基準日後に会員となった方は、加入日を基準日として掛金額を算出します。 

※日給制、時給制の場合は、実際の勤務日数、勤務時間数に関わらず、1 日 8 時間、月 21 日勤務する
ものとして算出してください。 

※いずれの場合も、島根県最低賃金額（時間額）×8 時間×21 日で得た額を下回らないものとします。
（最低賃金の減額の特例を受ける場合を除きます。） 
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4. 給付事業 

（1）退会給付金 

会員が退会した場合に、会員本人が加入期間中に納付した掛金額と同額を給付します。 

（2）一般給付金 

各種祝金、見舞金等を給付します。（請求期限：給付事項の発生から２年以内） 

種 別 給付要件 給付金額 

傷 病 見 舞 金 
会員の傷病による入院（3 日以上） ２０,０００円 

会員の家族※1の傷病による入院（14 日以上） １０,０００円 

弔 慰 金 

会員の死亡 １００,０００円 

会員の配偶者の死亡 ２０,０００円 

会員の子の死亡（死産は除く） １０,０００円 

祝 

金 

結 婚 会員の結婚 ３０,０００円 

出 産 会員及び配偶者の出産※2（死産は除く） ２０,０００円 

小学校入学 会員の子の小学校入学 １０,０００円 

中学校卒業 会員の子の中学校卒業 １０,０００円 

還 暦 会員の還暦（満 60 歳）※3 １０,０００円 

専門資格の取得 会員の専門資格の取得 
※対象資格は P37（給付事業支給基準）に掲載。 

１０,０００円 

災 害 見 舞 金 
会員の住家の全壊（損害割合 50％以上） ５０,０００円 

会員の住家の半壊（損害割合 10％以上 50％未満） ３０,０００円 

勤 続 給 付 金 加入期間５年ごと（休職期間は除く）※4 １０,０００円 

退 会 一 時 金 加入期間３年以上の会員の退会（休職期間は除く）※5 １０,０００円 

※1 配偶者、会員と同居または会員が扶養している父母（配偶者の父母を含む）、18 歳未満の子。 
※2 出生児 1 人につき 20,000 円給付。（双子以上の場合は人数分給付。） 
※3 本会が会員の年齢を管理して給付。（請求不要） 
※4･5 本会が掛金納付期間を管理して給付。（請求不要） 

5. 健康管理援助事業 

種 別 補助対象年齢 補助額上限 

人 間 ド ッ ク 35歳､40歳､45歳､50歳､55歳､60歳､65歳､70歳､75歳 ４０,０００円 

生活習慣病予防健診等 35歳以上の会員全員（人間ドック補助対象者を除く） ５,２８２円 

※各年度の実施要項をご確認ください。（上記の補助内容は令和 7 年度実施要項に基づくものです。） 

6. その他の事業 

年 3 回、家庭常備薬等の斡旋を行います。 
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Ⅱ 事務の流れ 

1. 月間スケジュール 

① 加入申込書の提出 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主  締締切切  加入月の翌月 5 日までに提出 

互助会 加入承認書・事業のご案内を送付 

② 会員異動届の提出 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主  締締切切  休職または勤務場所の異動があった場合は、翌月 5 日までに提出 

互助会 勤務場所を異動した場合は、異動先へ会員番号通知書を送付 

③ 掛金の請求・引落 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主  引落日の前日までに入金  

互助会  掛金請求書を送付 引引落落   

④ 退会届・退会給付金請求書の提出 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主 退会月の翌月 20 日までに提出 締締切切 会員へ送金→ 

互助会  支払通知書を送付 送送金金 

⑤ 一般給付金請求書の提出 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主 毎月 20 日までに提出（請求期限 2 年） 締締切切 会員へ送金→ 

互助会  支払通知書を送付 送送金金 

⑥ 人間ドック・生活習慣病予防健診等補助金請求書の提出 

 1 日  5 日  10 日 15 日 20 日 25 日 末日 

事業主 毎月 20 日までに提出（最終締切日は実施要項に記載） 締締切切 会員へ送金→ 

互助会  支払通知書を送付 送送金金 

【注意事項】 

① 提出期限の厳守 

会員の加入、退会、休職、異動は掛金請求額に影響しますので、締切日必着で書類をご提出
ください。郵送が間に合わない恐れがある場合は、事前に電話連絡をお願いします。 
また、一般給付金には請求期限（2 年）がありますのでご注意ください。 

② 掛金は引落日の前日までに入金 

前日の残高が不足している場合は、引落不能となりますのでご注意ください。（P12 参照）  
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2. 年間スケジュール 

月間スケジュールに記載している事務手続きに加え、年間を通して下記のご案内をいたしま
すので、ご対応をお願いいたします。 

時 期 
（目 安） 内  容 

4 月 
●家庭常備薬の斡旋【第 1 回】 

取扱業者より斡旋申込書が送付されますので、会員への配布および取りまとめ
をお願いします。（納品予定：6 月下旬頃） 

5 月 
●生活習慣病予防健診等受診料補助実施要項・請求書等の送付【当年度分】 

実施要項を確認し、期日までにご請求ください。 

6 月 
●状況通知書、事業案内の送付 

会員へ配布し、登録情報に誤りがないか、一般給付金の請求漏れがないか確認
いただくよう周知をお願いいたします。 

8 月 
●家庭常備薬の斡旋【第 2 回】 

取扱業者より斡旋申込書が送付されますので、会員への配布および取りまとめ
をお願いします。（納品予定：10 月下旬頃） 

12 月 
●人間ドック受診料補助実施要項・意向確認書兼申請書送付【次年度分】 

実施要項を確認し、意向確認書兼申請書に補助希望の有無を記入して、期日ま
でに返送してください。 

1 月 

●基準本俸月額報告書の送付 

前年 10 月 1 日現在の基準本俸月額を記入し、返送してください。 

●人間ドック受診料補助決定通知書・請求書等の送付【次年度分】 

実施要項を確認し、次年度の手続きをお願いします。 

●家庭常備薬の斡旋【第 3 回】 

取扱業者より斡旋申込書が送付されますので、会員への配布および取りまとめ
をお願いします。（納品予定：2 月下旬頃） 

3 月 
●掛金額決定通知書の送付【次年度分】 

ご提出いただいた基準本俸月額報告書に基づき、次年度分の掛金額を決定、通
知します。訂正の必要がある場合は期日までに返送してください。 

※実施時期は、事情により前後する場合があります。 
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Ⅲ 各種手続きにおける留意事項 

様式一覧 

様式番号 様式名称 提出事由 
掲載ページ 

留意事項 様 式 

第１号① 法人等加入登録・変更届 法人等が互助会に加入するとき 
登録を変更するとき 6 38 

第１号② 事業所等登録・変更届 法人等が事業所を登録するとき 
事業所の登録を変更するとき 8 39 

第２号 加入申込書 職員の加入を申込むとき 10 40 

第３号 加入承認書 職員の加入を承認したとき 11 ― 

第４号 掛金請求書 掛金を請求するとき 12 ― 

第 5 号① 法人等退会届 法人等が互助会を退会するとき 14 41 

第 5 号② 退会届および退会給付金
請求書 

会員の退会を届け出て、退会給付金を
請求するとき 15 42 

第 6 号 退会給付金支払通知書 退会給付金の支払いを決定し、給付
額を通知するとき 16 ― 

第 7 号 一般給付金請求書 一般給付金を請求するとき 17 43 

第 8 号 一般給付金支払通知書 一般給付金の支払いを決定し、給付
額を通知するとき 19 ― 

第 9 号 会員異動届 会員の氏名変更・休職・勤務場所の
異動を届け出るとき  20 44 

第１０号 会員番号通知書 勤務場所を異動した会員について、新
しい会員番号を通知するとき 22 ― 

第１１号 基準本俸月額報告書 基準本俸月額を報告するとき 23 ― 

第１２号 掛金額決定通知書 基準本俸月額報告書に基づき掛金
額を決定したとき 24 ― 

【注意事項】 

① 最新の様式を使用する 

様式は本会ホームページ「各種手続きと様式」からダウンロードできます。本冊子の該
当ページをコピーして使用することも可能です。 
互助会ホームページ：https://www.shimane-fgojo.com/ 

② 提出前に記入内容を確認する 

必要事項はすべて記入したか、内容に誤りはないか、必要書類の添付漏れはないか、提
出前に今一度ご確認ください。書類に不備があると手続きに遅れが生じる場合があります。 

③ 提出書類の控えを保管する 

書類は提出前にコピーを取り、控えとして保管してください。 

④ 個人情報の取扱いについて 

個人情報保護の観点から、ファックス、メールによる受付は原則として行いません。 
なお、本会における個人情報の取扱いについては、個人情報取扱業務概要説明書（P45）

をご確認ください。  
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実施要項を確認し、期日までにご請求ください。 

6 月 
●状況通知書、事業案内の送付 

会員へ配布し、登録情報に誤りがないか、一般給付金の請求漏れがないか確認
いただくよう周知をお願いいたします。 

8 月 
●家庭常備薬の斡旋【第 2 回】 

取扱業者より斡旋申込書が送付されますので、会員への配布および取りまとめ
をお願いします。（納品予定：10 月下旬頃） 

12 月 
●人間ドック受診料補助実施要項・意向確認書兼申請書送付【次年度分】 

実施要項を確認し、意向確認書兼申請書に補助希望の有無を記入して、期日ま
でに返送してください。 

1 月 

●基準本俸月額報告書の送付 

前年 10 月 1 日現在の基準本俸月額を記入し、返送してください。 

●人間ドック受診料補助決定通知書・請求書等の送付【次年度分】 

実施要項を確認し、次年度の手続きをお願いします。 

●家庭常備薬の斡旋【第 3 回】 

取扱業者より斡旋申込書が送付されますので、会員への配布および取りまとめ
をお願いします。（納品予定：2 月下旬頃） 

3 月 
●掛金額決定通知書の送付【次年度分】 

ご提出いただいた基準本俸月額報告書に基づき、次年度分の掛金額を決定、通
知します。訂正の必要がある場合は期日までに返送してください。 

※実施時期は、事情により前後する場合があります。 
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法人等加入登録・変更届（様式第１号①） 

 

★登録方法により、提出書類が異なります。 
◉法人一括登録 
（1 法人 1 事業所の場合、または複数の事業所を法人として一括登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）のみをご提出ください。 

◉事業所単位の登録 
（複数の事業所をそれぞれ登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）、事業所等登録・変更届（様式第 1 号②）  

申込年月日または変更年

月日を記入する。 

「登録」「変更」のいずれ

かを〇で囲む。 

次ページの注意事項を確

認し、必要事項を記入す

る。 

〈様式掲載 P38〉 

- 6 -
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（1）新規登録の場合 

①記入する項目 

●上段（施設・団体番号～加入団体） 
「施設・団体番号」を除くすべての項目を記入してください。 

●下段（口座情報） 
・法人一括登録の場合は、すべての項目を記入してください。「給付金送金口座」が「掛
金引落口座」と同じ場合は記入不要です。 

・事業所単位の登録の場合は、本様式には記入せず、「事業所等登録・変更届」（様式第
1 号②）へ記入してください。 

②口座の登録・掛金の引落について 

●取扱金融機関 
「山陰合同銀行」または「島根県農業協同組合」の口座をご用意ください。 

●掛金の引落 
・掛金は毎月 20 日（休日の場合は前営業日）に口座引落により納付していただきます。 
・下記の「口座振替依頼書」を本会または金融機関から取り寄せ、必要事項を記入のうえ、
本会へ送付してください。（金融機関への手続きは本会から行います。） 
金金融融機機関関  書書類類  

山陰合同銀行 預金口座振替依頼書 

島根県農業協同組合 貯金口座振替依頼書 

③会員の加入申込みについて 

「加入申込書」（様式第 2 号)を記入し、本様式と併せてご提出ください。（P10 参照） 

（2）登録変更の場合 

①手続きが必要なとき 

・法人、団体等の名称変更 
・所在地の変更 
・電話番号、FAX 番号等の変更 
・掛金の引落口座、給付金の送金口座の変更 
※「口座振替依頼書」の提出が必要です。 
※法人・団体等の代表者や口座名義の代表者のみを変更する場合は手続き不要です。 

②記入する項目 

●上段（施設・団体番号～加入団体） 
・「施設・団体番号」「法人名称」「代表者職名・氏名」を記入してください。 
・その他の項目は、変更する箇所のみ記入してください。 

●下段（口座情報） 
・法人一括登録の場合で、口座情報を変更するときは記入してください。 
・事業所単位の登録の場合で、口座情報を変更するときは、「事業所等登録・変更届」
（様式第 1 号②）へ記入してください。  
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法人等加入登録・変更届（様式第１号①） 

 

★登録方法により、提出書類が異なります。 
◉法人一括登録 
（1 法人 1 事業所の場合、または複数の事業所を法人として一括登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）のみをご提出ください。 

◉事業所単位の登録 
（複数の事業所をそれぞれ登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）、事業所等登録・変更届（様式第 1 号②）  

申込年月日または変更年

月日を記入する。 

「登録」「変更」のいずれ

かを〇で囲む。 

次ページの注意事項を確

認し、必要事項を記入す

る。 

〈様式掲載 P38〉 

- 7 -
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事業所等登録・変更届（様式第１号②） 

 

★登録方法により、提出書類が異なります。 
◉法人一括登録 
（1 法人 1 事業所の場合、または複数の事業所を法人として一括登録する場合） 

本様式は提出不要です。 

◉事業所単位の登録 
（複数の事業所をそれぞれ登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）、事業所等登録・変更届（様式第 1 号②）  

申込年月日または変更年

月日を記入する。 

「登録」「変更」「廃止」の

いずれかを〇で囲む。 

次ページの注意事項を確

認し、必要事項を記入す

る。 

〈様式掲載 P39〉 
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（1）新規登録の場合 

①記入する項目 

・「施設・団体番号」を除くすべての項目を記入してください。 
・「給付金送金口座」が「掛金引落口座」と同じ場合は記入不要です。 

②口座の登録・掛金の引落について 

●取扱金融機関 
「山陰合同銀行」または「島根県農業協同組合」の口座をご用意ください。 

●掛金の引落 
・掛金は毎月 20 日（休日の場合は前営業日）に口座引落により納付していただきます。 
・下記の「口座振替依頼書」を本会または金融機関から取り寄せ、必要事項を記入のうえ、
本会へ送付してください。（金融機関への手続きは本会から行います。） 
金金融融機機関関  書書類類  

山陰合同銀行 預金口座振替依頼書 

島根県農業協同組合 貯金口座振替依頼書 

③会員の加入申込みについて 

「加入申込書」（様式第 2 号)を記入し、本様式と併せてご提出ください。（P10 参照） 

（2）登録変更の場合 

①手続きが必要なとき 

・事業所の名称変更 
・所在地の変更 
・電話番号、FAX 番号等の変更 
・掛金の引落口座、給付金の送金口座の変更 
※「口座振替依頼書」の提出が必要です。 
※事業所の代表者や口座名義の代表者のみを変更する場合は手続き不要です。 

②記入する項目 

・「施設・団体番号」「事業所の名称」を記入してください。 
・その他の項目は変更する箇所のみ記入してください。 
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事業所等登録・変更届（様式第１号②） 

 

★登録方法により、提出書類が異なります。 
◉法人一括登録 
（1 法人 1 事業所の場合、または複数の事業所を法人として一括登録する場合） 

本様式は提出不要です。 

◉事業所単位の登録 
（複数の事業所をそれぞれ登録する場合） 

提出書類：法人等加入登録・変更届（様式第 1 号①）、事業所等登録・変更届（様式第 1 号②）  

申込年月日または変更年

月日を記入する。 

「登録」「変更」「廃止」の

いずれかを〇で囲む。 

次ページの注意事項を確

認し、必要事項を記入す

る。 

〈様式掲載 P39〉 

- 9 -
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加入承認書（様式第３号） 

 

【注意事項】 

１．加入承認書の記載内容は、掛金、退会給付金、一般給付金、健康管理援助事業補助金等の基礎デー
タとなります。記載内容を必ず確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 

２．加入承認書とともにお送りする『事業のご案内』を加入者にお渡しください。 
  

記載内容を確認し、誤り

がある場合は本会へ連絡

する。 

〈互助会から送付〉 

- 11 -
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掛金請求書（様式第４号） 

 

【注意事項】 

１．掛金請求書に記載された引落日の前日までに入金してください。前日の残高が不足している場合は
引落不能となりますのでご注意ください。 

２．引落不能となった場合は振込により納付していただきます。振込手数料は事業主負担とします。 
  

前月引落分の領収証 

例：4 月分掛金の領収証を

6 月に送付 

当月引落分の請求書 

例：5 月分掛金の請求書は

6 月に送付（引落） 

引落日の前日までに口座へ

入金する。 

〈互助会から送付〉 

- 12 -
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当月請求明細（2 枚目以降） 

 

【注意事項】 

下記の項目について記載内容と現状が異なる場合は、本会へ電話連絡のうえ、速やかに必要な手
続きを行ってください。 

確認事項 提出書類 

加入対象の職員が載っていない。 加入申込書（様式第２号） 

退職等により退会すべき会員が載っている。 退会届および退会給付金請求書 
（様式第 5 号②） 

氏名変更した会員が旧姓のまま載っている。 会員異動届（様式第 9 号）氏名の変更 

休職中の会員（休職期間の延長を含む）が載って
いる。 会員異動届（様式第 9 号）休職の届出 

休職期間を短縮し、復職した会員が載っていない。 会員異動届（様式第 9 号）休職期間の変更 

別事業所へ異動した会員が載っている。 
会員異動届（様式第 9 号）勤務場所の異動 別事業所から異動してきた会員が載っていない。 

※異動前の事業所から手続きを行う。 
  

記載内容を確認し、現状と

異なる場合は、本会へ連絡

のうえ、速やかに手続きを

行う。 

- 12 - 

掛金請求書（様式第４号） 

 

【注意事項】 

１．掛金請求書に記載された引落日の前日までに入金してください。前日の残高が不足している場合は
引落不能となりますのでご注意ください。 

２．引落不能となった場合は振込により納付していただきます。振込手数料は事業主負担とします。 
  

前月引落分の領収証 

例：4 月分掛金の領収証を

6 月に送付 

当月引落分の請求書 

例：5 月分掛金の請求書は

6 月に送付（引落） 

引落日の前日までに口座へ

入金する。 

〈互助会から送付〉 

- 13 -
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法人等退会届（様式第５号①） 

 

【注意事項】 

１．法人として互助会を退会する場合に提出してください。（会員個人の退会時には提出不要です。） 

２．事業所単位で登録している場合は、「対象事業所」欄に全ての事業所を記入してください。 

３．本様式と併せて、「退会届および退会給付金請求書」（様式第 5 号②）を提出してください。 
  

必要事項を記入する。 

届出年月日を記入する。 

提提出出期期限限  

退会翌月２０日 

〈様式掲載 P41〉 

- 14 -
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退会届および退会給付金請求書（様式第５号②） 

 

【注意事項】 

１．加入年月は、退会する会員が最初に掛金を納付した月です。加入承認書または掛金請求書でご確認
ください。（就職年月と同一とは限りません。） 

２．退会年月は、退会する会員が最後に掛金を納付する月です。以下の場合を除き、退職年月と同月ま
たはそれ以前の月を記入してください。 

・休職期間中の退職…退職年月日の属する月を退会年月とします。（休職前の月ではありません。） 
・死亡による退職……死亡年月日の属する月を退会年月とします。  

最後に掛金を納付する月

を記入する。 

※退職年月またはそれ以

前の月。 

請求年月日を記入する。 

必要事項を記入する。 

最初に掛金を納付した月

を記入する。 

提提出出期期限限  

退会翌月２０日 

〈様式掲載 P42〉 
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法人等退会届（様式第５号①） 

 

【注意事項】 

１．法人として互助会を退会する場合に提出してください。（会員個人の退会時には提出不要です。） 

２．事業所単位で登録している場合は、「対象事業所」欄に全ての事業所を記入してください。 

３．本様式と併せて、「退会届および退会給付金請求書」（様式第 5 号②）を提出してください。 
  

必要事項を記入する。 

届出年月日を記入する。 

提提出出期期限限  

退会翌月２０日 

〈様式掲載 P41〉 

- 15 -
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退会給付金支払通知書（様式第６号） 

 

【注意事項】 

記載内容を確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 
  

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 

- 16 -
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一般給付金請求書（様式第７号） 

 

【注意事項・共通】 

１．請求期限は給付事項の発生後 2 年以内です。（傷病見舞金は退院後 2 年以内） 

２．給付対象は加入期間中に発生した事項です。（休職期間中も含む） 

３．夫婦、親子で会員の場合は、それぞれに請求できます。 

４．給付区分ごとに、記載事項を証明する添付書類を定めています。（コピー可） 

★次ページに給付区分別の注意事項を記載しています。  

それぞれの区分について

必要事項を記入する。 

・傷病見舞金 

・弔慰金 

・祝金 

・災害見舞金 

請求年月日を記入する。 

必要事項を記入する。 

提提出出期期限限  

毎月２０日 

〈様式掲載 P43〉 

- 16 - 

退会給付金支払通知書（様式第６号） 

 

【注意事項】 

記載内容を確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 
  

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 

- 17 -
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【注意事項・給付区分別】 （給付事業支給基準参照 P36～37） 

①傷病見舞金 

 入院療養が給付対象…自宅療養は対象外です。 

 同居の父母とは…会員が同居または扶養している父母を指します（配偶者の父母を含む）。事業所
にて事実関係を確認のうえ請求してください。同居や扶養関係の証明書類は不要です。 

 入院中の請求…入院期間が給付要件（本人 3 日以上、家族 14 日以上）に達した場合は、入院中で
も請求が可能です。退院後に退院日が記載された領収書等を提出してください。 

 同一人の同一傷病による入院…1 回目の退院から 2 回目の入院までの期間が 180 日を超えた場合
は請求が可能です。（1 回目の退院翌日を 1 日目とし、181 日目以降に 2 回目の入院をした場合。）
なお、傷病名等が異なっていても、１回目の入院との関連性、因果性が認められる場合は、同一傷
病とみなす場合があります。 

 

②弔慰金 

 
③結婚祝金 

 結婚により姓が変わった場合は、会員異動届（様式第９号）を併せて提出してください。（P21 参照）
一般給付金請求書には変更後の名前を記入してください。 

 
④出産祝金 

 双子以上の場合は、出生児の人数分請求可能です。 

 
⑤小学校入学祝金・中学校卒業祝金 

 事業所で入学、卒業の事実を確認のうえ請求してください。添付書類は不要です。 

⑥資格取得祝金 

 
⑦災害見舞金 

 
⑧還暦祝金・勤続給付金・退会一時金 

 本会登録データに基づき給付するため、事業所からの請求は不要です。  

■添付書類（傷病者氏名・傷病名・医療機関名・入院期間・生年月日（18 歳未満の子の場合）が記載さ

れた書類） 

例）退院証明書、診断書、入院費の領収書、保険請求時の証明書、入院診療計画書等 
・すべての事項が確認できるよう、必要に応じて複数の書類を組み合わせてください。 
・「退院予定日」は退院日とみなすことが出来ません。入院中に発行された書類を添付する場合
は、退院時の領収書等、入院期間の証明ができる書類を添えてください。 

■添付書類（死亡者氏名、死亡年月日が記載された書類） 

例）会葬礼状、住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書等 

■添付書類（配偶者氏名、婚姻日が記載された書類） 

例）戸籍抄本・謄本、婚姻届受理証明書等 ※住民票は婚姻日の記載がないため不可。 

■添付書類（子の氏名、続柄、出産年月日が記載された書類） 

例）母子手帳（出生届出済証明）、住民票、戸籍抄本・謄本、出生証明書、出生届受理証明書等 

■添付書類（資格の名称、合格年月日等が記載された書類） 

例）合格証書、免許証、資格取得証明書等 
・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は合格証書の写し（登録証は不可） 
・介護支援専門員は、介護支援専門員証または登録日を記載した通知の写し（修了証明書は不可） 

■添付書類（官公署の発行する罹災証明書） 
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一般給付金支払通知書（様式第８号） 

 

【注意事項】 

記載内容を確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 
  

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 
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【注意事項・給付区分別】 （給付事業支給基準参照 P36～37） 

①傷病見舞金 

 入院療養が給付対象…自宅療養は対象外です。 

 同居の父母とは…会員が同居または扶養している父母を指します（配偶者の父母を含む）。事業所
にて事実関係を確認のうえ請求してください。同居や扶養関係の証明書類は不要です。 

 入院中の請求…入院期間が給付要件（本人 3 日以上、家族 14 日以上）に達した場合は、入院中で
も請求が可能です。退院後に退院日が記載された領収書等を提出してください。 

 同一人の同一傷病による入院…1 回目の退院から 2 回目の入院までの期間が 180 日を超えた場合
は請求が可能です。（1 回目の退院翌日を 1 日目とし、181 日目以降に 2 回目の入院をした場合。）
なお、傷病名等が異なっていても、１回目の入院との関連性、因果性が認められる場合は、同一傷
病とみなす場合があります。 

 

②弔慰金 

 
③結婚祝金 

 結婚により姓が変わった場合は、会員異動届（様式第９号）を併せて提出してください。（P21 参照）
一般給付金請求書には変更後の名前を記入してください。 

 
④出産祝金 

 双子以上の場合は、出生児の人数分請求可能です。 

 
⑤小学校入学祝金・中学校卒業祝金 

 事業所で入学、卒業の事実を確認のうえ請求してください。添付書類は不要です。 

⑥資格取得祝金 

 
⑦災害見舞金 

 
⑧還暦祝金・勤続給付金・退会一時金 

 本会登録データに基づき給付するため、事業所からの請求は不要です。  

■添付書類（傷病者氏名・傷病名・医療機関名・入院期間・生年月日（18 歳未満の子の場合）が記載さ

れた書類） 

例）退院証明書、診断書、入院費の領収書、保険請求時の証明書、入院診療計画書等 
・すべての事項が確認できるよう、必要に応じて複数の書類を組み合わせてください。 
・「退院予定日」は退院日とみなすことが出来ません。入院中に発行された書類を添付する場合
は、退院時の領収書等、入院期間の証明ができる書類を添えてください。 

■添付書類（死亡者氏名、死亡年月日が記載された書類） 

例）会葬礼状、住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書等 

■添付書類（配偶者氏名、婚姻日が記載された書類） 

例）戸籍抄本・謄本、婚姻届受理証明書等 ※住民票は婚姻日の記載がないため不可。 

■添付書類（子の氏名、続柄、出産年月日が記載された書類） 

例）母子手帳（出生届出済証明）、住民票、戸籍抄本・謄本、出生証明書、出生届受理証明書等 

■添付書類（資格の名称、合格年月日等が記載された書類） 

例）合格証書、免許証、資格取得証明書等 
・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は合格証書の写し（登録証は不可） 
・介護支援専門員は、介護支援専門員証または登録日を記載した通知の写し（修了証明書は不可） 

■添付書類（官公署の発行する罹災証明書） 
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会員異動届（様式第９号） 

 

【注意事項・共通】 

１．会員異動届は事由の発生から 10 日以内に提出してください。 

２．休職、勤務場所の異動等、掛金に影響する場合は、異動の翌月５日までには提出してください。 
  

同一法人内で勤務場所を異

動したときに記入する。 

必要事項を記入する。 

氏名変更をしたときに記

入する。 

休職を届け出るときに記

入する。 

休職期間を変更するとき

に記入する。 

提提出出期期限限  

翌月５日 

〈様式掲載 P44〉 
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【注意事項・届出事項別】 

①氏名の変更 

 「会員番号および氏名」欄には変更前の氏名を記入し、「氏名の変更」欄に変更後の氏名を記入し
てください。 

 結婚により姓が変わった場合は、会員異動届（様式第 9 号）と一般給付金請求書（様式７号）（結
婚祝金の請求）の両方を提出してください。（P18 参照） 

②休職の届出 

 休職中は届出により掛金納付が免除されます。「休職の届出」欄に休職の理由と期間を記入して
ください。 

 掛金納付免除期間であっても一般給付金の請求は可能ですが、勤続給付金、退会一時金の給付要
件（掛金納付期間）には算入されません。 
・勤続給付金…掛金納付期間が 5 年に達した場合（以降 5 年ごと） 
・退会一時金…３年以上掛金を納付した会員が退会した場合 

 休職中であっても掛金を納付する場合は届出不要です。 

③休職期間の変更 

 休職期間を短縮する場合は、「休職期間の変更」欄に変更前と変更後の期間を記入してください。 
 休職期間を延長する場合は、「休職の届出」欄に延長する期間を記入してください。 
 当初の届出どおり終了した場合、復職手続きは不要です。（休職期間終了翌月から掛金請求開始） 

④同一法人内での勤務場所の異動 

 事業所単位で登録している法人は届出が必要です。「同一法人内での勤務場所の異動」欄に記入
してください。 

 会員異動届は異動前の事業所から提出してください。 
 会員異動届の受理後、会員番号通知書（様式第 10 号）を異動先の事業所に送付します。 
 法人一括登録の場合は届出不要です 
 異動は同一法人内に限ります。 
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会員異動届（様式第９号） 

 

【注意事項・共通】 

１．会員異動届は事由の発生から 10 日以内に提出してください。 

２．休職、勤務場所の異動等、掛金に影響する場合は、異動の翌月５日までには提出してください。 
  

同一法人内で勤務場所を異

動したときに記入する。 

必要事項を記入する。 

氏名変更をしたときに記

入する。 

休職を届け出るときに記

入する。 

休職期間を変更するとき

に記入する。 

提提出出期期限限  

翌月５日 

〈様式掲載 P44〉 
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会員番号通知書（様式第１０号） 

 

【注意事項】 

記載内容を確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 
  

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 
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基準本俸月額報告書（様式第１１号） 

 

【注意事項】 

１．基準本俸月額の算出基準日は 10 月１日です。基準日後に加入した会員については、加入時の本俸
月額をあらかじめ記載しています。 

２．詳しくは本会から送付する通知文をご確認ください。 
  

提出年月日を記入する。 

全員の合計金額を記入す

る。 

複数ページある場合は、

最終ページの合計欄に記

入する。 

提提出出期期限限  

２月１０日 

10 月 1 日現在の本俸月

額を記入する。 

〈様式は互助会から送付〉 
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会員番号通知書（様式第１０号） 

 

【注意事項】 

記載内容を確認し、誤りがある場合は速やかに本会へ電話連絡してください。 
  

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 
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掛金額決定通知書（様式第１２号） 

 

【注意事項】 

１．ご提出いただいた基準本俸月額報告書に基づき作成します。 

２．詳しくは本会から送付する通知文をご確認ください。 
 
 

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 
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Ⅳ 規程・施行細則・様式 

- 24 - 

掛金額決定通知書（様式第１２号） 

 

【注意事項】 

１．ご提出いただいた基準本俸月額報告書に基づき作成します。 

２．詳しくは本会から送付する通知文をご確認ください。 
 
 

記載内容を確認する。 

〈互助会から送付〉 
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島根県民間社会福祉事業従事者互助会規程 

第１章 総  則 
（目 的） 
第１条 本会は、島根県内の民間社会福祉事業従事者の福利厚生の向上を図り、もって民間社会福祉
事業の進展に寄与することを目的とする。 

（名 称） 
第２条 本会は、島根県民間社会福祉事業従事者互助会と称する。 

（事務局の所在地） 
第３条 本会は、事務局を島根県松江市東津田町 1741 番地 3 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会
（以下「県社協」という。）内に置く。 

（定 義） 
第４条 この規程における事業主とは、島根県内の民間社会福祉事業施設（以下「施設」という。）又
は社会福祉団体（以下「団体」という。）を経営する者で、本会の趣旨に賛同し、施設又は団体の加
入登録を行った者をいう。 

 
第２章 会  員 

（会員の資格） 
第５条 本会は、第４条に定める事業主が加入申し込みを行った役職員で、本会理事長が承認した者
をもって会員とする。 

（資格の喪失） 
第６条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を失う。 
（1）退職したとき（死亡による退職を含む） 
（2）事業主が会員の退会を申し出たとき 
（3）施設又は団体が本会を退会したとき（第７条第２項に定める加入登録を抹消された場合を含む） 
２ 会員が同一法人内で勤務場所を異動した場合、及び休職した場合は、事業主の届出により会員資
格を継続することができる。 

（義務及び権利） 
第７条 会員及び事業主は掛金納付の義務を負う。 
２ 理事長は、納付すべき掛金を特別の理由なくして３か月以上納付しない事業主があるときは、第 4
条に定める加入登録を抹消することが出来る。 

３ 会員は給付その他の福利厚生事業を受ける権利を有する。 
 

第３章 事  業 
（事 業） 
第８条 本会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
（1）会員の退会給付に関する事業 
（2）会員の慶弔、傷病及び災害等に対する給付に関する事業 
（3）会員の健康管理援助に関する事業 
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（4）福利厚生センターとの契約に基づく事業 
（5）その他会員の福利厚生に関する事業 
 

第４章 運営委員会 
（設置目的） 
第９条 本会は、適正な事業運営を期するため運営委員会を置く。 

（所掌事項） 
第 10 条 運営委員会は、本会の運営に関し次の事項を審議決定する。 
（1）本会運営の大綱に関する事項 
（2）規程の制定及び改廃に関する事項 
（3）事業計画・予算及び事業報告・決算、資産運用・管理に関する事項 
（4）役員の選任に関する事項 
（5）その他必要な事項 

（委員の構成） 
第 11 条 運営委員会委員（以下「委員」という。）は、会員及び学識経験者 12 名以内で構成する。 
２ 委員の選出区分は別表のとおりとする。 

（委員の任期） 
第 12 条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員会の招集） 
第 13 条 運営委員会は、理事長が招集し、会議の議長となる。 

（運営委員会の議事等） 
第 14 条 運営委員会は、委員総数の３分の２以上の出席により成立する。 
２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
３ 委員は、やむを得ない理由により運営委員会に出席できないときは、事案の概要を記載した書面
をもって表決し、出席したものとみなす。 

４ 議長及び運営委員会において選任した委員２名は、運営委員会の議事について経過の要領及びそ
の結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 

（委員の費用弁償） 
第 15 条 委員には、県社協役員等の規程に準じ費用を弁償することが出来る。 
 

第５章 役  員 
（役 員） 
第 16 条 本会に次の役員を置く。 

理 事 長  １名 
副理事長  ２名 
常務理事  １名 
監  事  ２名 

２ 理事長及び副理事長は、委員の互選により選任する。 
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３ 常務理事は、県社協の常務理事をもって充てる。 
４ 監事は、運営委員会において選任する。 

（役員の職務） 
第 17 条 理事長は、本会を代表し会務を統轄する。 
２ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長の指名した副理事長
がその職務を代理する。 

３ 常務理事は、理事長の命を受けて常務を処理する。 
４ 監事は業務および会計の状況を監査する。 

（役員の任期） 
第 18 条 役員の任期は、新しい役員が選出されるまで、その職責を行うものとする。 

（役員の費用弁償） 
第 19 条 役員には、県社協役員等の規程に準じ費用を弁償することが出来る。 
 

第６章 運営資金 
（資 金） 
第 20 条 本会の運営資金は、次のものをもってこれに充てる。 
（1）掛 金 
（2）退会給付金積立金の運用利息 
（3）その他の収入 

（掛 金） 
第 21 条 会員及び事業主は、本会の事業に要する費用として、別に定めるところにより掛金を納付し
なければならない。 

（資産の管理） 
第 22 条 本会の資産は、理事長が管理する。 
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に
換えて、管理するものとする。 

 
第７章 事務局 

（事務局） 
第 23 条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局に次の職員を置く。 

事務局長  １ 名 
事務局次長 １ 名 
事務局員  若干名 

３ 事務局に関し必要な事項は、県社協諸規程に準ずるものとする。 
 

第８章 会計年度 
（会計年度） 
第 24 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。 
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第９章 補  則 
（細 則） 
第 25 条 この規程の施行に必要な細則は、別に定める。 
（規程の改廃） 
第 26 条 この規程の改廃は、委員総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。 

 
（附 則） 
この規程は昭和 54 年 4 月 1 日から施行する｡ただし､運営委員会及び事務局に関する規程は昭和 54

年 3 月 15 日から適用する｡ 

（附 則） 
この規程は平成 7 年 4 月 1 日から施行する｡ 

（附 則） 
この規程は平成 13 年 4 月 1 日から施行する｡ 

（附 則） 
この規程は平成 15 年 4 月 1 日から施行する｡ 

（附 則） 
この規程は平成 18 年 5 月 30 日から施行する｡ 

（附 則） 
１ この規程は平成 26 年 4 月 1 日から施行する｡ 
２ 第 4 条に規定する会員の生活資金の貸付に関する事業の新規貸付は､平成 24 年 10 月から当分の
間､休止する｡ 

（附 則） 
１ この規程は令和 4 年 3 月 4 日から施行する｡ 
２ 施行日時点で加入している施設又は団体の事業主は､第４条に定める加入登録を行った者とみなす｡ 
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（事務局） 
第 23 条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局に次の職員を置く。 
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３ 事務局に関し必要な事項は、県社協諸規程に準ずるものとする。 
 

第８章 会計年度 
（会計年度） 
第 24 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。 
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（別 表） 
運営委員の選出区分 

選出区分 選出人数 

民間入所施設を代表する者 １名 

民間入所施設で従事する者 １名 

老人福祉施設を代表する者 １名 

老人福祉施設で従事する者 １名 

障害者施設・授産施設を代表する者 １名 

障害者施設・授産施設で従事する者 １名 

保育所（園）を代表する者 １名 

保育所（園）で従事する者 １名 

市町村社会福祉協議会を代表する者 １名 

市町村社会福祉協議会で従事する者 １名 

学識経験者 １名 

県社会福祉協議会役員 １名 
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島根県民間社会福祉事業従事者互助会規程施行細則 

第１章 総  則 
（目 的） 
第１条 この細則は、島根県民間社会福祉事業従事者互助会規程（以下「規程」という。）の施行に関
し必要な事項を定めることを目的とする。 

 
第２章 加  入 

（加 入） 
第２条 規程第４条に定める加入登録を希望する者は、法人等加入登録・変更届（様式第１号①）及び
事業所等登録・変更届（様式第１号②）を本会理事長へ提出しなければならない。 

２ 前項により加入登録を行った事業主が、所属する役職員の加入申し込みを行うときは、加入する
日の属する月の翌月 5 日までに、加入申込書（様式第２号）を理事長へ提出しなければならない。 

（加入の承認） 
第３条 理事長は、前条により加入の申し込みを受けたときは必要な調査を行い、適当と認めた場合
に加入を承認するものとする。 

２ 理事長は、前項により加入を承認したときは、加入承認書（様式第３号）に納付すべき掛金額を明
記の上、事業主へ通知するものとする。 

 
第３章 掛  金 

（基準日） 
第４条 次条の基準本俸月額の算定に用いる基準日は、前年度 10 月１日とする。ただし、基準日後に
会員となった者は、加入した日とする。 

（基準本俸月額） 
第５条 月給制の会員の基準本俸月額は、基準日の本俸月額とする。 
２ 日給制又は時給制の会員の基準本俸月額は、日給の場合は基準日における日給×21 日で得た額、
時給の場合は基準日における時給×8時間×21 日で得た額とする。 

３ 第１項及び第２項で算定した基準本俸月額は、厚生労働省の定める島根県最低賃金（時間額）×8
時間×21 日で得た額を下回らないものとする。ただし、最低賃金の減額の特例を受ける場合を除く。 

（掛金額） 
第６条 掛金額は、基準本俸月額に次に定める率を乗じて得た額とする。この場合、円未満の端数が生
じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
会 員 1,000 分の 10 
事業主 1,000 分の５ 

（財政調整） 
第 7 条 前条の掛金の額は、本会の財政健全化を図るため、３年毎に財政収支の状況を再計算し、そ
の状況に応じて変更することができる。 

（掛金の納付） 
第 8 条 会員及び事業主は、会員となった日の属する月から、退会した日の属する月までの掛金を毎
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（別 表） 
運営委員の選出区分 

選出区分 選出人数 

民間入所施設を代表する者 １名 

民間入所施設で従事する者 １名 

老人福祉施設を代表する者 １名 

老人福祉施設で従事する者 １名 

障害者施設・授産施設を代表する者 １名 

障害者施設・授産施設で従事する者 １名 

保育所（園）を代表する者 １名 

保育所（園）で従事する者 １名 

市町村社会福祉協議会を代表する者 １名 

市町村社会福祉協議会で従事する者 １名 

学識経験者 １名 

県社会福祉協議会役員 １名 
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月納付しなければならない。 
２ 理事長は、当該月に納付すべき額を明記した掛金請求書（様式第４号）を翌月 10 日までに事業主
へ送付するものとする。 

３ 事業主は、毎月の掛金（当該事業所の掛金総額）を、翌月 20 日に口座引落の方法により指定金融
口座より納付するものとする。（引落日が休日の場合は、前営業日とする。） 

４ 会員が休職した期間の掛金は、事業主の届出により納付を免除することができる。 
 

第４章 退会及び退会給付金の給付 
（事業主の退会） 
第 9 条 事業主は、本会を退会するときは、法人等退会届（様式第 5 号①）を理事長へ提出しなけれ
ばならない。 

（給 付） 
第10条 会員が規程第６条第１項各号のいずれかに該当したときは、退会給付金を給付するものとする。 

（給付金の額） 
第 11 条 退会給付金の額は、会員が加入期間中に納付した掛金額とする。 

（給付金の請求） 
第 12 条 事業主は、給付を受けようとする者が生じた場合は、退会する日の属する月の翌月 20 日ま
でに、退会届および退会給付金請求書（様式第５号②）を理事長へ提出しなければならない。 

（請求権者） 
第 13 条 給付の請求は、事業主が行うものとする。 

（給付の決定） 
第 14 条 理事長は、第 12 条の請求書を受理したときは、すみやかにこれを審査し、退会月の掛金徴
収後に給付額を決定し、退会給付金支払通知書（様式第 6 号）により事業主へ通知するとともに、
当月末に事業主の指定金融口座へ振込むものとする。 

（給付金の送金） 
第 15 条 事業主は、退会給付金を受領後、すみやかに会員であった者へ送金しなければならない。 
 

第５章 一般給付金の給付 
（給 付） 
第 16 条 本会は、会員に対し、次の各号に掲げる給付金を給付する。 
(1) 傷病見舞金 
ア 会員が傷病のため 3 日以上入院療養した場合 
イ 会員の配偶者、同居の父母又は会員が扶養している父母及び 18 歳未満の子が傷病のため 14 日
以上入院療養した場合 

(2) 弔 慰 金 
ア 会員が死亡した場合 
イ 会員の配偶者が死亡した場合 
ウ 会員の子が死亡した場合（死産は除く） 
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(3) 祝   金 
ア 会員が結婚した場合 
イ 会員及び配偶者が出産した場合（死産は除く） 
ウ 会員の子が小学校に入学した場合 
エ 会員の子が中学校を卒業した場合 
オ 会員が満 60 歳に達した場合 
カ 会員が別表に定める社会福祉に関する専門資格を取得した場合 

(4) 災害見舞金 
ア 会員が水、震、火災、その他非常災害によりその住家を全壊した場合 
イ 会員が水、震、火災、その他非常災害によりその住家を半壊した場合 

(5) 勤続給付金 
会員の掛金納付期間が５年に達した場合（以降５年ごと） 

(6) 退会一時金 
３年以上掛金を納付した会員が退会した場合 

２ 前項第４号の場合の損害の程度に疑義があるときは、事業主と理事長が協議して決定する。 

（給付金の額） 
第 17 条 前条に定める給付金の額は別表のとおりとする。 
２ 前条第１項第４号に該当する場合で、災害救助法が発令された場合は、理事長が予算の範囲内で
認める額を助成する。 

（給付の制限） 
第18条 会員が給付金の請求又は受領に関して虚偽又は不正の事実があった場合は、給付を行わない。 

（給付金の請求） 
第 19 条 給付金の請求期限は、給付事項の発生後２年以内とする。ただし、傷病見舞金については退
院後２年以内とする。 

２ 給付金の請求は、原則として給付事項発生後に行うものとする。 
３ 給付を受けようとする者は、一般給付金請求書（様式第７号）に事業主の証明を受け、別表に定め
る必要書類を添えて、事業主を経由して理事長へ提出しなければならない。ただし、第 16 条第１項
第 3 号オ、第５号及び第６号の場合は必要ない。 

（給付の決定） 
第 20 条 理事長は前条の請求書で毎月 20 日までに受理したものは、すみやかにこれを審査し、一般
給付金支払通知書（様式第８号）により事業主へ通知するとともに、当月末に事業主の指定金融口座
へ振込むものとする。 

（給付金の送金） 
第 21 条 事業主は、一般給付金を受領後、すみやかに会員へ送金しなければならない。 
 

第６章 届 出 等 
（異動届） 
第 22 条 事業主は、会員に関し次の各号に掲げる事由が生じたときは、10 日以内に会員異動届（様式
第 9 号）を理事長へ提出しなければならない。 

（1）休職したとき（第 6 条第 4 項に定める掛金納付免除期間） 
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月納付しなければならない。 
２ 理事長は、当該月に納付すべき額を明記した掛金請求書（様式第４号）を翌月 10 日までに事業主
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第 13 条 給付の請求は、事業主が行うものとする。 
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第 14 条 理事長は、第 12 条の請求書を受理したときは、すみやかにこれを審査し、退会月の掛金徴
収後に給付額を決定し、退会給付金支払通知書（様式第 6 号）により事業主へ通知するとともに、
当月末に事業主の指定金融口座へ振込むものとする。 

（給付金の送金） 
第 15 条 事業主は、退会給付金を受領後、すみやかに会員であった者へ送金しなければならない。 
 

第５章 一般給付金の給付 
（給 付） 
第 16 条 本会は、会員に対し、次の各号に掲げる給付金を給付する。 
(1) 傷病見舞金 
ア 会員が傷病のため 3 日以上入院療養した場合 
イ 会員の配偶者、同居の父母又は会員が扶養している父母及び 18 歳未満の子が傷病のため 14 日
以上入院療養した場合 

(2) 弔 慰 金 
ア 会員が死亡した場合 
イ 会員の配偶者が死亡した場合 
ウ 会員の子が死亡した場合（死産は除く） 
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（2）氏名に変更があったとき 
（3）同一法人内において勤務場所を異動したとき 
２ 前項第３号に係る届出は、異動前の事業所より提出し、理事長は新しい会員番号を明記した会員
番号通知書（様式第 10 号）を異動先の事業所へ送付するものとする。 

３ 事業主は、事業所の名称、住所、口座等に変更があったとき、及び事業所を統合、廃止するときは、
法人等加入登録・変更届（様式第１号①）及び事業所等登録・変更届（様式第１号②）を理事長へ提
出しなければならない。 

（基準本俸月額の届出） 
第 23 条 事業主は、会員の毎年 10 月 1 日現在における本俸月額を、基準本俸月額報告書（様式第 11
号）により、翌年２月 10 日までに理事長へ報告しなければならない。 

２ 理事長は、前項の報告に基づき当該年度の掛金額を決定し、掛金額決定通知書（様式第 12 号）を
事業主へ通知するものとする。 

３ 事業主は、前項の通知により、会員が納付すべき掛金額を会員へ通知しなければならない。 
 
（附 則） 
この施行細則は、昭和 54 年４月１日から施行する。ただし運営委員会及び事務局に関する規程は、

昭和 54 年３月１５日から適用する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成７年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 15 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 29 年６月９日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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（附 則） 
この施行細則は、令和 4 年３月４日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、令和 7 年 6 月 12 日から施行する。 
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（2）氏名に変更があったとき 
（3）同一法人内において勤務場所を異動したとき 
２ 前項第３号に係る届出は、異動前の事業所より提出し、理事長は新しい会員番号を明記した会員
番号通知書（様式第 10 号）を異動先の事業所へ送付するものとする。 

３ 事業主は、事業所の名称、住所、口座等に変更があったとき、及び事業所を統合、廃止するときは、
法人等加入登録・変更届（様式第１号①）及び事業所等登録・変更届（様式第１号②）を理事長へ提
出しなければならない。 

（基準本俸月額の届出） 
第 23 条 事業主は、会員の毎年 10 月 1 日現在における本俸月額を、基準本俸月額報告書（様式第 11
号）により、翌年２月 10 日までに理事長へ報告しなければならない。 

２ 理事長は、前項の報告に基づき当該年度の掛金額を決定し、掛金額決定通知書（様式第 12 号）を
事業主へ通知するものとする。 

３ 事業主は、前項の通知により、会員が納付すべき掛金額を会員へ通知しなければならない。 
 
（附 則） 
この施行細則は、昭和 54 年４月１日から施行する。ただし運営委員会及び事務局に関する規程は、

昭和 54 年３月１５日から適用する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成７年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 15 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、平成 29 年６月９日から施行する。 

（附 則） 
この施行細則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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（別 表） 

給 付 事 業 支 給 基 準 

１．退会給付金 
給付要件 給付金額 

会員が退会したとき 会員が加入期間中に納付した掛金の額 

 
２．一般給付金 

種 別 給付要件 給付金額(円) 添付書類 留意事項 

傷 病 
見舞金 

会員の傷病による入院 
（3 日以上） 20,000 

傷病者氏名、傷病名、入
院医療機関、入院期間
が記載された書類 
例：退院証明書、診断
書、入院費の領収書、保
険請求時の証明書、入
院診療計画書等 
※18 歳未満の子の場合
は、生年月日が記載さ
れた書類を添付 

・同一人の同一傷
病による請求は、1
回目の退院から 2
回目の入院までの
期間が 180 日を超
えた場合を対象と
する。 
なお、傷病名が異
なっていても、関
連性、因果性が認
められる場合は同
一傷病とみなす場
合がある。 
・父母の場合は、事
業所で同居や扶養
を確認する。 

会員の家族（配偶者、同居の
父母※又は会員が扶養して
いる父母※及び 18 歳未満の
子）の傷病による入院 
（14 日以上） 
※会員の配偶者の父母を含
む 

10,000 

弔慰金 

会員の死亡 100,000 死亡者氏名、死亡年月日
が記載された書類 
例：会葬礼状、住民票の
除票、戸籍抄本、死亡診
断書等 

 会員の配偶者の死亡 20,000 

会員の子の死亡 
（死産は除く） 10,000 

祝 金 

会員の結婚 30,000 

配偶者氏名、婚姻日が
記載された書類 
例：戸籍抄本・謄本、婚
姻届受理証明書等 

再婚の場合は、本
会で結婚祝金を受
けた同一人との婚
姻を除く。 

会員及び配偶者の出産 
（死産は除く） 20,000 

子の氏名、続柄、出産年
月日が記載された書類 
例：母子手帳（市町村長
の出生届出済証明）、住
民票、戸籍抄本・謄本、
出生証明書、出生届受
理証明書等 

出生児 1 人につき
20,000 円給付 
（双子以上の場合
は人数分給付） 

会員の子の小学校入学 10,000 不要 事業所で事実確認
の上、請求 

会員の子の中学校卒業 10,000 不要 事業所で事実確認
の上、請求 

会員の還暦（満 60 歳） 10,000 請求書不要 本会で会員年齢を
管理し給付 
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種 別 給付要件 給付金額(円) 添付書類 留意事項 

会員の専門資格の取得 
①社会福祉主事 
②社会福祉士 
③介護福祉士 
④保育士 
⑤調理師 
⑥専門調理師・調理技能士 
⑦管理栄養士 
⑧ボイラー技士 
⑨理学療法士 
⑩作業療法士 
⑪介護支援専門員 
⑫精神保健福祉士 
⑬あん摩マッサージ指圧師 
⑭看護師 
⑮幼稚園教諭 
⑯社会福祉施設長 
⑰公認心理師 

10,000 

資格と合格日等を記載
した書類 
例：合格証書、免許証、
資格取得証明書等 
※介護支援専門員は登
録日を記載した書類を
添付（介護支援専門員
証等） 

会員期間中に取得
した場合に給付 

災 害 
見舞金 

災害等による会員の住家の
全壊（損害割合 50％以上） 50,000 

官公署の発行する罹災
証明書 

内閣府「災害の被
害認定基準」に基
づき給付 

災害等による会員の住家の
半壊（損害割合 10％以上
50％未満） 

30,000 

勤 続 
給付金 

加入期間 5 年ごと 
（休職期間は除く） 10,000 請求書不要 本会で掛金納付期

間を管理し給付 

退 会 
一時金 

加入期間 3 年以上の会員が
退会したとき 
（休職期間は除く） 

10,000 請求書不要 本会で掛金納付期
間を管理し給付 

 
（注）一般給付金は、給付事項の発生後２年以内（傷病見舞金については退院後２年以内）に請求す

ること。 
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（別 表） 

給 付 事 業 支 給 基 準 

１．退会給付金 
給付要件 給付金額 

会員が退会したとき 会員が加入期間中に納付した掛金の額 

 
２．一般給付金 

種 別 給付要件 給付金額(円) 添付書類 留意事項 

傷 病 
見舞金 

会員の傷病による入院 
（3 日以上） 20,000 

傷病者氏名、傷病名、入
院医療機関、入院期間
が記載された書類 
例：退院証明書、診断
書、入院費の領収書、保
険請求時の証明書、入
院診療計画書等 
※18 歳未満の子の場合
は、生年月日が記載さ
れた書類を添付 

・同一人の同一傷
病による請求は、1
回目の退院から 2
回目の入院までの
期間が 180 日を超
えた場合を対象と
する。 
なお、傷病名が異
なっていても、関
連性、因果性が認
められる場合は同
一傷病とみなす場
合がある。 
・父母の場合は、事
業所で同居や扶養
を確認する。 

会員の家族（配偶者、同居の
父母※又は会員が扶養して
いる父母※及び 18 歳未満の
子）の傷病による入院 
（14 日以上） 
※会員の配偶者の父母を含
む 

10,000 

弔慰金 

会員の死亡 100,000 死亡者氏名、死亡年月日
が記載された書類 
例：会葬礼状、住民票の
除票、戸籍抄本、死亡診
断書等 

 会員の配偶者の死亡 20,000 

会員の子の死亡 
（死産は除く） 10,000 

祝 金 

会員の結婚 30,000 

配偶者氏名、婚姻日が
記載された書類 
例：戸籍抄本・謄本、婚
姻届受理証明書等 

再婚の場合は、本
会で結婚祝金を受
けた同一人との婚
姻を除く。 

会員及び配偶者の出産 
（死産は除く） 20,000 

子の氏名、続柄、出産年
月日が記載された書類 
例：母子手帳（市町村長
の出生届出済証明）、住
民票、戸籍抄本・謄本、
出生証明書、出生届受
理証明書等 

出生児 1 人につき
20,000 円給付 
（双子以上の場合
は人数分給付） 

会員の子の小学校入学 10,000 不要 事業所で事実確認
の上、請求 

会員の子の中学校卒業 10,000 不要 事業所で事実確認
の上、請求 

会員の還暦（満 60 歳） 10,000 請求書不要 本会で会員年齢を
管理し給付 
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（様式第１号①） 
 

法法人人等等加加入入登登録録・・変変更更届届  

（申込日または変更日）令和  年  月  日 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長 様 

下記のとおり島根県民間社会福祉事業従事者互助会へ（ 登録 ・ 変更 ）を届け出ます。 

施設・団体番号    －  法 人 格 社会福祉法人 ・ その他（         ） 

フ リ ガ ナ  

法 人 名 称  

代表者職名･氏名  

所 在 地 
〒  －   
 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

E メ ー ル  

ホームページ  

加 入 団 体 民間入所福祉施設協議会・老人福祉施設協議会・知的障害者福祉協会・保育協議会・社会福祉協議会 

 

掛金引落口座 

金融機関名 山陰合同銀行 ・ 島根県農業協働組合 

本 支 店 名  

預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

給付金送金口座 

※掛金引落口座と
同じ場合は記入
不要 

金融機関名 山陰合同銀行 ・ 島根県農業協働組合 

本 支 店 名  

預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

■本会の取扱金融機関は山陰合同銀行及び島根県農業協同組合です。いずれかの口座をご用意ください。 
■登録変更の場合は変更部分のみご記入ください。 
■事業所単位での登録を希望される場合は、様式第１号②にそれぞれの情報を記入し、本様式と併せてご提出ください。

互助会受付印 
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互助会受付印 

（様式第１号②） 
 

事事業業所所等等登登録録・・変変更更届届  

（申込日または変更日）令和  年  月  日 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長 様 

下記のとおり島根県民間社会福祉事業従事者互助会へ（ 登録 ・ 変更 ・ 廃止 ）を届け出ます。 

① 

施設・団体番号    －   
フ リ ガ ナ  
事業所の名称  

所 在 地 
〒  －   
 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

掛金引落口座 

金 融 機 関 名 山陰合同銀行・島根県農業協働組合 
本 支 店 名  
預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  
口 座 名 義  

給付金送金口座 

※掛金引落口座と

同じ場合は記入

不要 

金 融 機 関 名 山陰合同銀行・島根県農業協働組合 
本 支 店 名  
預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  
口 座 名 義  

 

② 

施設・団体番号    －   
フ リ ガ ナ  
事業所の名称  

所 在 地 
〒  －   
 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

掛金引落口座 

金 融 機 関 名 山陰合同銀行・島根県農業協働組合 
本 支 店 名  
預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  
口 座 名 義  

給付金送金口座 

※掛金引落口座と

同じ場合は記入

不要 

金 融 機 関 名 山陰合同銀行・島根県農業協働組合 
本 支 店 名  
預 金 種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号  
フ リ ガ ナ  
口 座 名 義  

■法人単位で一括加入する場合は、様式第１号①のみご提出ください。（1 法人 1 事業所の法人を含む。）
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イ
ラ
ー
技
師
等
）

 
※
２

 
掛
金
引
落
日
は
翌
月
２
０
日

 
例
：
４
月
分
掛
金
は
５
月
２
０
日
に
口
座
引
落
（
休
日
の
場
合
は
前
営
業
日
）

 
※
３

 
基
準
本
俸
月
額
の
算
出
…
月
給
制
：
加
入
日
の
本
俸
月
額

 
日
給
制
：
日
給
×
２
１
日

 
時
給
制
：
時
給
×
８
時
間
×
２
１
日

 
い
ず
れ
の
場
合
も
島
根
県
最
低
賃
金
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
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互助会受付印 

（様式第５号①） 

法法 人人 等等 退退 会会 届届  
令和  年  月  日 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長 様 

下記のとおり退会を届出、様式第５号②を添えて退会給付金を請求します。 

施設・団体番号  －    

法 人 名 称  

代表者職名･氏名  

所 在 地 
〒  －  

 

対 象 事 業 所 
 
※事業所ごとの登
録をされている
場合にご記入く
ださい。 

施設・団体番号 事業所名称 

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   

 －   
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互助会受付印 
（様式第５号②） 

退退会会届届おおよよびび退退会会給給付付金金請請求求書書  

令和  年  月  日 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長 様 

下記の役職員同意の上、退会を届出、退会給付金を請求します。 

施設・団体番号 施設・団体の名称および代表者 

   －   

 

会員番号 退会者氏名 加入年月※1 
（掛金納付開始月） 退職年月日 退会年月※2 

（掛金納付最終月） 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

     
S 
H 
R 

年  月 R 年  月  日 R 年  月 

※1 加入年月は、加入承認書や掛金請求書請求明細で確認の上、記入してください。 

※2 休職期間中に退会する場合は、退職年月日の属する月を記入してください。 
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互助会受付印 
（様式第 7 号） 

一一 般般 給給 付付 金金 請請 求求 書書  

令和  年  月  日 
島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長  様 

下記のとおり相違ないことを証明し、給付金を請求します。 

施設・団体番号    －  
施設・団体の名称 
お よ び 代 表 者 

 

会 員 番 号     会 員 氏 名  

 

傷
病
見
舞
金 

傷病者氏名  
会員との続柄 

□ 本   人 
請求 
金額 

20,000 円 
□ 配 偶 者 10,000 円 

18 歳未満の子の場合（生年月日：   年  月  日） □ 同居の父母※ 10,000 円 

傷 病 名  □ 18 歳未満の子※ 10,000 円 

入 院 期 間 
自:Ｒ   年   月   日 

 
 
 

入 院 し た 
医 療 機 関  

至:Ｒ   年   月   日 
□ 提出日現在入院中 

※同居の父母とは、会員と同居または会員が扶養している父母を指す。（配偶者の父母を含む。） 
※18 際未満の子の場合は、生年月日が記載された書類を添付。 

弔

慰

金 

死亡者氏名  給付対象者 
□ 本   人 

請求 
金額 

100,000 円 
□ 配 偶 者 20,000 円 

死亡年月日 Ｒ  年  月  日 □   子 10,000 円 

遺 族 住 所  請求者氏名  請求者と会員の続柄 
 

 

祝

金 
結 婚 婚 姻 日 Ｒ  年  月  日 配偶者氏名  請求 

金額 30,000 円 

出 産 出産年月日 Ｒ  年  月  日 子 の 氏 名  請求 
金額 20,000 円 会員との続柄  

小学校入学 入学年月日 Ｒ  年  月  日 子 の 氏 名  請求 
金額 10,000 円 会員との続柄  

中学校卒業 卒業年月日 Ｒ  年  月  日 子 の 氏 名  請求 
金額 10,000 円 会員との続柄  

資格取得※ 取得年月日 Ｒ  年  月  日 取得資格名  請求 
金額 10,000 円 

※社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は、合格証書の写しを添付。（登録証は不可） 
※介護支援専門員は、介護支援専門員証又は登録年月日を記載した通知の写しを添付。（修了証明書は不可） 

災
害
見
舞
金 

発生年月日 Ｒ  年  月  日 
損 害 割 合 

□ 住家の全壊 
損害割合 50％以上 

請求 
金額 50,000 円 

発生の場所  
□ 住家の半壊 
損害割合 10％以上
50％未満 

請求 
金額 30,000 円 

発生の原因  災害の状況  

（注意）１．規程細則別表に定める書類を添付すること。 
２．各給付事項の発生後２年以内（傷病見舞金については退院後２年以内）に請求すること。
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互助会受付印 

（様式第９号） 

会会 員員 異異 動動 届届  
島根県民間社会福祉事業従事者互助会理事長 様 

施設・団体番号    －  施設・団体の名称 
お よ び 代 表 者  

下記のとおり会員の情報に変更がありましたので届け出ます。 
異 動 年 月 日 Ｒ   年   月   日 

会員番号および氏名 会員番号  氏 名  

氏 名 の 変 更 
ふ り が な  

氏名（変更後）  

休 職 の 届 出 
（掛金納付免除期間） 

理  由  

期  間  Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

休職期間の変更 
（掛金納付免除期間） 期  間 

（変更前） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

（変更後） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

同一法人内での 
勤務場所の異動 

異動先の施設・団体番号  事業所名  

異動先での掛金納付開始月 R   年   月  
 
異 動 年 月 日 Ｒ   年   月   日 

会員番号および氏名 会員番号  氏 名  

氏 名 の 変 更 
ふ り が な  

氏名（変更後）  

休 職 の 届 出 
（掛金納付免除期間） 

理  由  

期  間  Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

休職期間の変更 
（掛金納付免除期間） 期  間 

（変更前） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

（変更後） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

同一法人内での 
勤務場所の異動 

異動先の施設・団体番号  事業所名  

異動先での掛金納付開始月 R   年   月  
 
異 動 年 月 日 Ｒ   年   月   日 

会員番号および氏名 会員番号  氏 名  

氏 名 の 変 更 
ふ り が な  

氏名（変更後）  

休 職 の 届 出 
（掛金納付免除期間） 

理  由  

期  間  Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

休職期間の変更 
（掛金納付免除期間） 期  間 

（変更前） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

（変更後） Ｒ   年   月から Ｒ   年   月まで 

同一法人内での 
勤務場所の異動 

異動先の施設・団体番号  事業所名  

異動先での掛金納付開始月 R   年   月  
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島根県民間社会福祉事業従事者互助会に関する個人情報取扱業務概要説明書 

島根県民間社会福祉事業従事者互助会事業（以下「本事業」という。）にかかわる個人情報の種類等に
ついての規定は、次のとおりです。 

個人情報の種類 

（本事業にかかわって

取得・利用する個人情

報） 

本事業に加入する会員が次の書類に記載した事項および添付書類により
知り得た事項 
（1） 法人等加入登録・変更届 
（2） 事業所等登録・変更届 
（3） 加入申込書 
（4） 加入承認書 
（5） 掛金請求書 
（6） 法人等退会届 
（7） 退会届および退会給付金請求書 
（8） 退会給付金支払通知書 
（9） 一般給付金請求書（添付書類：療養証明書、住民票、罹災証明書 等） 
（10）一般給付金支払通知書 
（11）会員異動届 
（12）会員番号通知書 
（13）基準本俸月額報告書 
（14）掛金額決定通知書 
（その他）事業所（施設・団体）登録明細 等 

個人情報の利用目的 本事業を適正かつ円滑に行い、民間社会福祉施設・団体に従事する者の福
利厚生の向上を図ることを目的とする。 

個人情報の利用・提供

方法 

本事業担当者の管理のもとに保管するとともに、コンピュータに入力し、
上記利用目的に沿い、次の内部での利用又は外部への提供を行う。 
1．内部での利用  
・会員管理 
・掛金の請求・入金関連業務 
・一般給付金、退会給付金、健康管理援助事業に関わる支払関連業務 等 

2．外部への提供 
・本事業のシステムの保守・管理のため、業務委託業者に情報を提供する
場合がある。 

・家庭常備薬斡旋事業のため、提携事業者に情報を提供する場合がある。 
・個人情報を統計処理した数値に基づく報告書を作成し、外部に情報を提
供する場合がある。 

・事業主の税務処理の効率化を図るため、社会福祉法人島根県社会福祉協
議会に退会給付金の支給状況を提供する場合がある。 

その他の情報 本事業担当者が、上記情報の取得その他の機会において、本事業の加入者
あるいは加入者の所属する法人や事業所から相談を受けた事項は、本人の同
意のない限りは、本事業担当者以外には伝えてはならない。 

個人情報保護担当者 島根県民間社会福祉事業従事者互助会事務局長 

本事業における苦情

対応担当者 
島根県民間社会福祉事業従事者互助会事務局長 
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